
(公印省略）

情個審第9 8 9号

令和3年5月20B

山中理司様

情報公開・個人情報保護審査会

答申書の写しの送付について

下記の事件については，令和3年5月20日に答申をしたので，情報公開・

個人情報保護審査会設置法第16条の規定に基づき，答申書の写しを送付しま

す。

記

令和2年（行情）諮問第449号

「東京高検検事長の定年延長についての元検察官有志による意見

書」の一部開示決定に関する件

諮問番号

事件名



(公印省略）

情個審第9 8 8号

令和3年5月20日

法務大臣殿

情報公開・個人情報保護審査会

答申書の交付について

行政機関の保有する情報の公開に関する法律第19条第1項の規定に基づく

下記の諮問について，別添のとおり，答申書を交付します（令和3年度（行

情）答申第45号） 。

記

令和2年（行情）諮問第449号

「東京高検検事長の定年延長についての元検察官有志による意見

書」の一部開示決定に関する件

諮問番号

事件名



法務大臣

令和2年9月9日 （令和2年（行情）諮問第449号）

令和3年5月20日 （令和3年度（行情）答申第45号）

「東京高検検事長の定年延長についての元検察官有志による意見書」

の一部開示決定に関する件

諮問庁

諮問日

答申日

事件名

答申
室
日

第1 審査会の結論

特定年月日付け「東京高検検事長の定年延長についての元検察官有志に

よる意見書」 （以下「本件対象文書」という。 ）につき，その一部を不開

示とした決定については，審査請求人が開示すべきとする部分を不開示と

したことは，妥当である。

第2審査請求人の主張の要旨

1 審査請求の趣旨

行政機関の保有する情報の公開に関する法律（以下「法」という。 ） 3

条の規定に基づく開示請求に対し，令和2年7月17日付け法務省刑総第

727号により法務大臣（以下「処分庁」又は「諮問庁」という。 ）が行

った一部開示決定（以下「原処分」という。 ）を取り消すとの決定を求め

る。

2審査請求の理由

審査請求人の主張する審査請求の理由は，審査請求書及び意見書による

と，おおむね以下のとおりである。なお，添付資料は省略する。

（1）審査請求書

本件対象文書本文，元検察官有志の元官職及び氏名並びに本件対象文

書とりまとめ担当・文責者の氏名については，本件対象文書提出者によ

って公表されている（資料1参照） ことからすれば，法5条1号に該当

しないといえる。

（2）意見書

諮問庁の理由説明書（下記第3を指す。 ）に対し，以下のとおり反論

する。

アその内容が広く報道されていて，事案の社会的影響や事案に関する

社会一般の関心や記憶が薄れているとはいえず，かつ，民間の法律情

報データベースその他の方法により一般人が知りうる状態にある場合，

法5条1号ただし書の「慣行として公にされている情報」に該当する

といえる（平成25年度（行情）答申第452号参照） 。

イ本件対象文書の不開示部分についていえば，その内容は広く報道さ
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れていたし，部分開示決定（原処分）があった令和2年7月17日時

点において事案の社会的影響や事案に関する社会一般の関心や記憶が

薄れているとはいえないし，現時点でも，特定新聞AのHPのほか，

特定新聞BのHPでもその全文が掲載されている点で一般人が容易に

知りうる状態にあるといえる（資料1及び資料2参照） 。

そのため，本件対象文書とりまとめ担当・文責者の印影以外は法5

条1号に該当しないといえる。

第3 諮問庁の説明の要旨

1 開示請求の内容及び処分庁の決定

（1）開示請求の内容

本件開示請求は， 「特定年月日頃，元検事総長らが法務省に提出した，

検察庁法改正案に反対する意見書（法務省職員の閲覧状況が分かる文書

を含む。 ） 」を対象としたものである。

（2）諮問庁の決定

諮問庁は，本件対象文書を対象文書として特定し，対象文書中の個人

の氏名等が記載された部分については，特定の個人を識別することがで

きる情報であり，法5条1号に該当することから， 当該情報が記録され

ている部分を不開示とし，原処分を行ったものである。

2 諮問庁の判断及び理由

（1）諮問の要旨

審査請求人は，報道機関のホームページ上の記事を引用し，本件対象

文書本文，元検察官有志の元官職及び氏名並びに本件対象文書とりまと

め担当・文責者の氏名については，本件対象文書提出者によって公表さ

れていることから，法5条1号に該当しないとして，原処分を取り消す

との決定を求めているところ，諮問庁においては，原処分を維持するこ

とが妥当であると認めたので，以下のとおり理由を述べる。

（2）不開示情報該当性について

対象文書は，諮問庁に提出された本件対象文書である。

本件対象文書に記載されている情報の内容は，文書名，文書本文，文

書提出日，元検察官有志の元官職及び氏名，文書とりまとめ担当・文責

者の氏名及び印影並びに処分庁の受理印であり，その不開示とした部分

には，文書本文，元検察官有志の元官職及び氏名並びに文書とりまとめ

担当・文責者の氏名及び印影の情報が記載されており， これらは， いず

、れも個人に関する情報であって， 当該情報に含まれる氏名その他の記述

により特定の個人を識別することができるものであるから，法5条1号

の個人に関する情報に該当するものと認められる。

そこで，本件対象文書の不開示部分について，法5条1号ただし書に

規定される開示すべき場合に該当するか否かを検討する。
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法5条1号ただし書イについて検討すると，元検察官有志の氏名等そ

の他処分庁が不開示とした部分について，審査請求人は，報道機関のホ

ームページ上の記事を引用し，本件対象文書提出者によって公表されて

いる旨主張するが， 当該情報は飽くまでも報道機関がその取材に基づき

独自に報道したものであるから，それをもって， 当該情報が「法令の規

定により又は慣行として公にされ，又は公にすることが予定されている

情報」に該当するとは認められない。

また，法5条1号ただし書ロ及びハに該当する情報とも認められない。

よって，本件対象文書の個人に関する情報は，法5条1号の不開示情

報に該当する。

3 結論

以上のとおり，本件対象文書の不開示部分に記載された情報は，法5条

1号の不開示事由に該当する情報であるため，原処分は妥当である。

第4調査審議の経過

当審査会は，本件諮問事件について，以下のとおり，調査審議を行った。

①令和2年9月9日 諮問の受理

②同日 諮問庁から理由説明書を収受

③同年10月1日 審査請求人から意見書及び資料を収受

④同月2日 審議

⑤令和3年4月12日 本件対象文書の見分及び審議

⑥同年5月14日 審議

第5審査会の判断の理由

1 本件開示請求について

本件開示請求は，本件対象文書の開示を求めるものであり，処分庁は，

本件対象文書の一部を法5条1号に該当するとして不開示とする原処分を

行った。

これに対し，審査請求人は，審査請求書及び意見書（上記第2の2）に

よれば，本件対象文書の不開示部分のうち，本文，元検察官有志の元官職

及び氏名並びにとりまとめ担当・文責者の氏名（印影を除く。以下「本件

不開示部分」という。 ）の開示を求めているものと解されるところ，諮問

庁は，原処分は妥当であるとしていることから，以下，本件対象文書の見

分結果を踏まえ，本件不開示部分の不開示情報該当性について検討する。

2 本件不開示部分の不開示情報該当性について

（1）諮問庁の説明の要旨

ア上記第3の2 （2）のとおり。

イ本件不開示部分の不開示情報該当性について， 当審査会事務局職員

をして諮問庁に対し更に確認させたところ，諮問庁は，おおむね以下

のとおり補足して説明する。
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（ア）本件対象文書の本文については，元検察官有志の作成に係るもの

であり，かつ，その氏名等の記載も含むものであり，個人に関する

情報であって，特定の個人を識別することができるものであること

から，一体として法5条1号本文前段の個人に関する情報に該当す

る。

法6条2項による部分開示の可否については，本件不開示部分の

うち氏名等は，個人識別部分であると認められることから，部分開

示の余地はなく，その余の部分についても，元検察官有志の心情を

含む意見の内容が記載されていると認められ， これを公にすること

でこれら各個人の権利利益を害するおそれがないとは認められない

ことから，部分開示することはできない。

（イ）なお，本文中には，客観的な事実経過等に係る記載部分も含まれ

ているが，それらの部分を含めた全体が元検察官有志の意見である

と認められるのであり，その一部でも開示することとすれば， 開示

する部分の内容や記述の位置等から，意見全体の構成や趣旨・内容

が推察されることとなり得るのであるから，上記のとおり部分開示

することはできない。

）検討

本件対象文書には，本文の内容に賛同する元検察官有志の氏名等の記

載が付されていることから，本件不開示部分は， 当該氏名と一体として

法5条1号本文前段に規定する，個人に関する情報であって，特定の個

人を識別することができるものに該当し，法令の規定により又は慣行と

して公にされ，又は公にすることが予定されている情報であるとはいえ

ないことから， 同号ただし書イに該当せず， 同号ただし書ロ及びハに該

当する事情も認められない。

次に，法6条2項による部分開示の可否について検討すると，本件不

開示部分のうち元検察官有志の氏名等は，個人識別部分であると認めら

れることから，部分開示の余地はなく，その余の部分についても，元検

察官有志の心情を含む意見の内容が記載されていると認められ，その一

部でも公にすると， 当該各個人の権利利益を害するおそれがないとは認

められない旨の上記（1）イの諮問庁の説明は，不自然，不合理とまで

はいえず， これを覆すに足りる事情も認められないことから，部分開示

することはできない。

したがって，本件不開示部分は，法5条1号に該当し，不開示とした

ことは妥当である。

審査請求人のその他の主張について

(2）

3審査請求人のその他の主張について

（1）審査請求人は，本件不開示部分について，その内容は提出者により公

表され，広く報道されており，一般人が知り得る状態にあるなどと主張
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する。しかしながら，本件不開示部分が報道されているとしても，それ

は，飽くまでも報道機関がその取材に基づき独自に報道したものである

から，それをもって， 当該情報が「法令の規定により又は慣行として公

にされ，又は公にすることが予定されている情報」に該当することにな

ると認めることはできず，審査請求人の上記主張は採用できない。

（2）審査請求人のその他の主張は， 当審査会の上記判断を左右するもので

はない。

4本件一部開示決定の妥当性について

以上のことから，本件対象文書につき，その一部を法5条1号に該当す

るとして不開示とした決定については，審査請求人が開示すべきとする部

分は， 同号に該当すると認められるので，不開示としたことは妥当である

と判断した。

(第1部会）

小泉博嗣，委員 池田陽子，委員 木村琢麿委員
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